
　被扶養者資格の再確認を実施することは、 資格の適正化を図り、 医療費及び高齢者医療
制度への拠出金の適正化につながります。
　被扶養者が就職や結婚などにより被扶養者でなくなった場合は、 「被扶養者（削除）届」を
事業主様を経由してご提出ください。

　万が一、無効になった健康保険証を使用された場合、 後日、自己負担額以外の健康保険組合が
負担した 7～8割の医療費をお返しいただくことになります。

●資格喪失後は、現在お使いの健康保険証は使用できません。
●退職・扶養から外れた方は、すみやかに健康保険証を事業主様へ返却してください。
●返し忘れた健康保険証を見つけたら、すぐに事業主様へ返却してください。　
　退職などで資格を失った方が、健康保険証を返却せずに医療機関を受診すると、
保険者（健康保険組合）には本来負担する必要のない医療費が発生し、
健康保険料率に大きな影響を及ぼすことになります。

「令和2年度 健康保険被扶養者資格再確認」にご協力いただき
  ありがとうございました。 

・70歳～ 74歳の方は 「高齢受給者証」も併せて提示してください。
・月の途中で健康保険証が変わった場合は、 医療機関に必ず新しい健康保険証を提示してください。

●医療機関を受診する際には、その都度必ず健康保険証を提示しましょう。

・退職日の翌日  ・死亡日の翌日  ・75歳の誕生日  ・被扶養者でなくなった日
●健康保険証は次のような資格がなくなった日以降は、無効となり使用できません。

※誤って使用した医療費は返還していただきます

変更事項 令和3年3月1日以降交付 令和3年2月28日以前交付
枝番表示 あ　り な　し
カード証の色 ピンク ブルー
事業所の名称・住所の記載 な　し あ　り
裏面の臓器提供表示欄 あ　り な　し

令和３年３月１日以降に交付する健康保険証から様式を変更しています。令和３年３月１日以降に交付する健康保険証から様式を変更しています。 被保険者・被扶養者のみなさまへ

健康保険証の回収・返却のお願い

　ブルーの健康保険証（令和3年2月28日以前交付）をお持ちの加入者様は、令和3年11月頃に事業所を通じて、
新しいピンクの健康保険証に更新します。（詳細は事業所を通じてお知らせします。）
　なお、健康保険証以外の高齢受給者証や限度額適用認定証等については、健康保険証と同時に提示するもの
であることから、更新は行いません。
　更新までの間は、枝番の記載がない健康保険証を使用することになりますが、これまでどおり使用可能です。

健康保険証の更新を令和３年11月頃に行います。

健康保険証の正しい使い方

【誤った健康保険証の使用例の紹介】
・ 退職月の月末まで使用できると思っていた
・ 勤務先から健康保険証の返還を求められなかったのでそのまま使用できると思っていた
・ 健康保険証を医療機関窓口に提示したら使えた
・ 次の健康保険証ができるまで使えると思った　等

健康保険被保険者証（イメージ）

令和3年3月1日
以降交付

令和3年2月28日
以前交付
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